
R7.10.1４ 長崎県教育庁 高校教育課

県立高等学校再編に係る
大綱策定について

（ながさき次世代高校創生会議＜第１回＞ 説明資料）

資料２





１ 高等学校の制度



高等学校制度の概要①
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（１）目的
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

（学校教育法第50条）
（２）目標

① 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
② 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。
③ 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。

（学校教育法第51条）
※ 生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の

能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。 （学校教育法第62条において準用する同法第30条第2項）

１ 目的・目標

高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大
臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者（※）とされている。
※ 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者、在外教育施設を修了した者等

（学校教育法第57条、学校教育法施行規則第95条）

２ 高等学校入学資格

3 高等学校における三つの方針の策定・公表

高等学校は、高等学校学習指導要領に定めるところにより育成を目指す資質・能力に関する方針<ｸﾞﾗﾃﾞｭｴｰｼｮﾝ・ﾎﾟﾘｼｰ>、教育課程の編成及び実施に関する方針< ｶﾘｷｭﾗﾑ・ﾎﾟﾘ
ｼｰ>及び入学者の受入れに関する方針<ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ・ﾎﾟﾘｼｰ>（以下「三つの方針」という。）を定め、公表するものとすること。

（学校教育法施行規則第 103 条の２、同法施行規則第113 条第３項関係）

４ 入学者選抜

中学校から送付された調査書その他必要な資料、学力検査の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。
※ 学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができ、調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料としないことができる。

（学校教育法第59条、学校教育法施行規則第90条）

高校の特色化・魅力化を推進するため、施行規則の改正（R4.4.1施行）され、各校は入り口から出口までの教育活動の指針を定め、公表することが規定された。
県教育委員会では各県立高校の存在意義や社会的役割等（ｽｸｰﾙ・ﾐｯｼｮﾝ）を再定義し、令和５年１月に公表した。
各高校ではスクール・ミッションに基づいて三つの方針を毎年度策定している。



高等学校制度の概要②
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高等学校には全日制、定時制、通信制の課程を置くことができる。
〇全日制：通常の時間帯において授業を行う課程 〇定時制：夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程 〇通信制：通信による教育を行う課程

（学校教育法第53条、第54条）条第2項）

５ 課程

一定の教育目標を達成するために、各教科・科目を一つのまとまった教育内容を持つよう系統化を図ったもの。教育課程を編成する上で、また生徒が履修する上でのまとまり
となるもの。高等学校の学科は大きく次の３つに区分される。

①普通科：普通教育を主とする学科
※ 令和４年度から「学際領域に関する学科」、「地域社会に関する学科」など普通科以外の学科が設置可能【普通科改革】

↑普通教育を施する学科として適当な規模及び内容があると認められ場合
②専門学科：専門教育を主とする学科

※ 農業科、工業科、商業科、水産科、家庭科、看護科、情報科、福祉科、理数科、体育科、音楽科、美術科、外国語科、国際関係科、その他専門教育を施す学科
③総合学科：普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

※平成6年度から設置可能。原則履修科目「産業社会と人間」（2単位）。単位制で幅広い選択科目がある
（学校教育法第52条、高等学校設置基準第5条及び第6条）

6 学科

７ 修業年限、卒業に必要な単位数・教育課程

<修業年限> 〇全日制の課程：３年 〇定時制の課程及び通信制の課程：３年以上 （学校教育法第56条）
<卒業に必要な単位数>

①全学科共通：74単位以上で各学校が定める（１単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算することを標準とする）
②専門学科のみ：専門教科・科目から25単位以上 （学校教育法施行規則第84条及び第96条、高等学校学習指導要領）

８ 教科書

文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。 （学校教育法第62条で準用する同法第34条）
※ 文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合（一部の専門教科や学校設定科目等）には、当該高等学校の設置者の

定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。 （学校教育法施行規則第89条）

9 高等学校に置く職

・校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
・このほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

（学校教育法第60条）



GOAL ：ふるさと長崎や世界の未来を拓く人材の育成

協働的な学び
主体的、対話的で深い学び 個別最適な学び

探究的な学び

特別選抜
（自己推薦）

学校内外での主体的活動で培った自らの強
みを生かせる制度

一般選抜

学びに向かう姿勢を評価するとともに、探究的な学び
を検査問題に取り入れた選抜制度

チャレンジ選抜
（再募集）

主に離島・半島部の少人数教育実施校で、夢
や目標の実現に向けて頑張る姿勢や意欲に
応える制度
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公立高校の入学者選抜制度（令和７年度選抜から改善）

教育の情報化の推進

グローバル人材の育成

離島留学の推進

産業教育の実践
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高校と地域連携の活性化

サイエンス・テクノロジー人材の育成

未来の創り手の育成
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【全日制】

●特別選抜：R８.1.27（火） <発表：1/30（金）>
●一般選抜：R8.2.17（火）～１８（水） <発表：3/5（木）>
●チャレンジ選抜：R8.3.12（木） <発表：3/17（火）>
【定時制】

●Ⅰ期選抜：R8.2.17（火） <発表：3/5（木）>
●Ⅱ気選抜：R8.3.23（月） <発表：3/25（木）>

Ｐ１
「４ 入学者選抜」 関係



長崎県立高等学校全日制普通科の通学区域
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長崎市

大村市

諫早市

雲仙市

島原市

南島原市

対馬学区

学区内普通科高校所属地域

対馬 豊玉 上対馬◎対馬市

壱岐学区

学区内普通科高校所属地域

壱岐◎壱岐市

県北学区

学区内普通科高校所属地域

佐世保南 佐世保北 佐世保西
宇久 猶興館 松浦 大崎 川棚
波佐見 北松西

◎佐世保市
◎平戸市
◎松浦市
◎東彼杵郡
◎北松浦郡

調整区域（上記に加え、下記の高校にも志願できます）
○東彼杵町………………………大村

県央学区

学区内普通科高校所属地域

諫早 西陵
諫早東 大村

◎諫早市
◎大村市

調整区域（上記に加え、下記の高等学校にも志願できます）
○諫早市の琴海中学校区……長崎東・長崎西・長崎南

○諫早市の森山中学校区……小浜

島原 国見 小浜 口加
◎島原市 ◎雲仙市
◎南島原市

学区内普通科高校所属地域

調整区域（上記に加え、下記の高等学校にも志願できます）
○雲仙市の瑞穂、吾妻、

島
原
学
区

学区内普通科高校

長崎東 長崎西 長崎南 長崎北
長崎北陽台 西彼杵

県南学区

所属地域

◎長崎市
◎西海市
◎西彼杵郡

調整区域（上記に加え、下記の高等学校にも志願できます）
○長崎市の東長崎・日見・橘の各中学校区……諫早・西陵
○長与町…………………………………………諫早・西陵
○西海市の西彼・西海の各中学校区

○長崎市の池島、西海市の江島・平島の

五島学区

学区内普通科高校所属地域

五島 五島南 奈留
上五島 中五島

◎五島市
◎南松浦郡

※印の対馬高校、壱岐高校、
五島高校、五島南高校、奈
留高校の離島留学特別選抜
の通学区域については全県
域とする。ただし、県外からも
志願できるものとする。

長崎北・長崎北陽台

愛野、千々石の各中学校区……諫早・西陵・諫早東

……………佐世保南・佐世保北・佐世保西

各中学校区……………すべての高等学校

【第三期高校改革基本方針】
通学区域の今後の在り方

〇学区外からは募集定員の７％以内
の範囲で入学を許可できる

〇ただし、直近３年間の入学者数が
募集定員の80％未満の高校は
7％を超えて入学を許可できる

32学区→7学区
県南学区・県央学区・島原学区・
県北学区・五島学区・壱岐学区・
対馬学区

〇本県はしま地区や半島部を多く有し、

地域の子どもは地域で育てると

いう意識が根強く、そのことは本県

教育の特色となっている。

〇平成15年度の通学区域の拡大後、

各通学区域において生徒の進路

希望等を踏まえた県立高等学校

配置や特色づくりが進められて

いることから、通学区域については

現行制度を維持することを原則と

する。

普通科通学区域の拡大（H15）

Ｐ１
「４ 入学者選抜」 関係
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◆ 各高等学校に期待される社会的役割等の再定義 ◆高等学校における「三つの方針」の策定・公表 ◆高等学校と関係機関等との連携協力体制の整備
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○ 普通科には高校生の約７割が在籍する一方で、生徒の能力・適性や興味・関心等を踏まえた学びの実現に課題があるとの指摘もなされており、「普通」の名称から一斉的・

画一的な学びの印象を持たれやすいところ、普通科においても、生徒や地域の実情に応じた特色・魅力ある教育を実現する。

○ 普通科において特色・魅力ある教育を行うにあたって、従来の文系・理系の類型分けを普遍的なものとして位置付けるのではなく、総合的な探究の時間を軸として、生徒

が社会の持続的発展に寄与するために必要な資質・能力を育成するための多様な分野の学びに接することができるようにする。

【学際領域学科】
現代的な諸課題のうち、SDGsの実現やSociety5.0の到来に伴う諸課題に対応するために、学際的・複合的な学問分野や新たな学問領域に即した最先端の
特色・魅力ある学びに重点的に取り組む学科

【地域社会学科】
現代的な諸課題のうち、高等学校が立地する地元自治体を中心とする地域社会が抱える諸課題に対応し、地域や社会の将来を担う人材の育成を図るために、
現在及び将来の地域社会が有する課題や魅力に着目した実践的な特色・魅力ある学びに重点的に取り組む学科

【その他普通科】
その他普通教育として求められる教育内容であって当該高等学校のスクール・ミッションに基づく特色・魅力ある学びに重点的に取り組む学科

（１）各学科の特色等に応じた学校設定教科・科目を設け、当該学校設定教科・科目（２単位以上）及び総合的な探究の時間を合計６単位以上、全ての生徒に対し、原則として

     各年次にわたって、履修させること

（２）学校設定教科・科目と総合的な探究の時間について、相互の関連を図り、系統的、発展的な指導を行うことに特に意を用いること

（３）学際領域学科においては、大学等の連携協力体制を整備すること

（４）地域社会学科においては、地域の行政機関等との連携協力体制を整備すること

（５）学際領域学科及び地域社会学科においては、関係機関等との連携を行う職員の配置その他の措置を講じるよう努めること

長崎県では松浦高校に令和４年度から普通科改革を導入

（普通科2学級 ⇒ 地域科学科２学級）

Ｒ７カリキュラム：７単位

学校設定科目４単位＋総合的な探究の時間３単位

Ｐ2
｢6 学科｣関係
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○公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律は、設置者（都道府県又は市町村）ごとに置くべき高等学校の教職員の総数の標準

を定めている。 【同法第６条】公立高校の全日制、定時制課程における一学級の生徒数は４０人をとする

【対象学校種】 公立高等学校（全日制・定時制・通信制）・中等教育学校後期課程・特別支援学校高等部

【対象職種】 校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員

１ 高校標準法の教職員定数 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

【基礎定数】

〇１学級の生徒数の標準を40人として、当該学校の生徒の収容定員や学科の種類等に基づき、学級担任や教科担任等の基礎的な教職員定数を算定。

〇加えて、習熟度別編成のための学校規模に応じた加算や、専門学科（農業、水産、工業、商業等）を置く学校に係る加算等が行われている｡

【加配定数（令和７年度）】

〇学校が個々に抱える問題解決等のために、基礎定数とは別に特例的に定数を加算。

・指導方法工夫改善（少人数指導）

・通級による指導【H30新設】 

・生徒支援（生徒指導・進路指導・日本語指導等）

・普通科における職業系類型コースや多様な教科・科目開設

・研修等定数、養護教諭、離島

２ 定数算定の方法

３ 給与負担

〇公立高等学校の教職員給与費は設置者（都道府県又は市町村）負担。

〇国の特定財源による補助・負担金は無く、全額地方の一般財源より支出されている。

具体的には、高校標準法の教職員定数を基準財政需要額に算入し、地方交付税交付金により財源措置。

全日制高校の算定例（文科省）

（参考）

教員
養護
教員

実習
助手

事務
職員

計 教員
養護
教員

実習
助手

事務
職員

計 中学校

81～120 3学級 9人 1人 - 1人 11人 12人 1人 3人 1人 17人 11人

201～240 ６学級 17人 1人 1人 2人 21人 23人 1人 6人 3人 33人 14人

561～600 15学級 37人 1人 1人 4人 43人 45人 1人 8人 5人 59人 27人

921～960 24学級 55人 2人 1人 5人 63人 66人 2人 11人 5人 84人 44人

普通科 工業科
収容定員

（３学年計）

Ｐ2
｢9  高等学校に置く職｣ 関係



２ 長崎県の高等学校の状況
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Ʒ ῴ ǵ ǶЋ Ѱ77 Ʋὑ Ѱ Ʋ ͬѰ ǵ 91 ̿ ȇד Ƴ
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Ʒ ǵἶ ѩ ♪ҊֻǶ 52.6% Ʋᾐ ἶ 38.0 Ʋ ֻἶ 9.4

県立 市立 私立 合計

全日制
５4校

20,432人
１校

682人
２２校

10,946人
７７校

32,060人

定時制
２校（６校）

593人
- - ２校（６校）

593人

通信制
（２校）
1,058人

- ２校（２校）
1,012人

２校（４校）
2,070人

計
５６校（８校）
22,083人

1校
682人

２４校（２校）
11,958人

８１校（１０校）
34,723人

（１） 令和７年度長崎県内の高校数及び在籍者数

※（ ）は併置校で概数

市立全日制
長崎市立長崎商業高校

県立定時制・通信制併設
２校（鳴滝高校、佐世保中央高校）

県立定時制設置校
６校（島原高校、諫早高校、大村高校、五島高校、長崎工業、佐世保工業）

私立通信制
こころ未来高校、こころ咲良高校、（併置）長崎南山高校、創成館高校

専門教育を主と

する学科 8,007

普通科

11,073

総合学科

1,981

（２） 県立高校の学科別生徒在籍者数及び割合
（R6.5.1時点）

工業3,230

商業1,572

農業1,365

家庭256

情報106

水産88

看護59
その他1,079

福祉33

38.0％

9.4％

52.6％

15.3％

7.5％

6.5％

5.1％

※その他は文理探究、
美術、外国語、
国際関係など

①普通科：普通教育を主とする学科
※普通科、普通教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科

（学際領域に関する学科、地域社会に関する学科など）

②専門学科：専門教育を主とする学科
※農業科、工業科、商業科、水産科、家庭科、看護科、情報科、福祉科、理数科、体育科、音楽科、美術科、

外国語科、国際関係科、その他専門教育を施す学科

③総合学科：普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科
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普通科：33校

１学級：5校（１５．２％）

２学級：6校（１８．２％）

３学級：7校（２１．２％）

４学級：１校（３.０％）

５学級：２校（６.１％）

６学級：７校（２１．２％）

７学級：4校（１２．１％）

８学級：1校（３.0％）

専門学科：15校

２学級：１校（６．７％）

３学級：５校（３３．３％）

４学級：２校（１３．３％）

５学級：1校（６．７％）

６学級：３校（２０．０％）

７学級：1校（６．７％）

８学級：２校（１３．３％）

総合学科：７校

1学級：1校（１４．３％）

２学級：2校（２８．６％）

３学級：1校（１４．３％）

４学級：3校（４２．９％）

主とする学科で区分
0 1 2 3 4 5 6 7

◗ 1 4

1 4 נּ

◑ 0 2 ◑

▌ 0 0 ▌

0 0

0 0

1 3

╘ 1 6 ╘ ╘

2 7

44 110 5 8 02 5 2 0/ 4 2
(100.0%) (10.9%) (16.4%) (23.6%) (10.9%) (5.5%) (18.2%) (9.1%) (5.5%)

זּ

1

7

8

2

4

8

2

2

5

3/

6

Ŭ ~ Ŧ

2

44

5

17

3 04

1/

╓
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令和７年度専門教育を主とする学科がある高校・課程 （他の大学科を有する学校）
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公立高校の大学科別の募集定員と全国との比較
全国と比較すると農業・工業・商業など専門学科及び総合学科の設置

割合が高く、普通科の設置割合は低い

国際
文理
探究

外国語 小計

令和７年度長崎県
公立高校募集定員

4,394 80 320 120 600 1,200 880 80 120 40 80 26 20 3,566 880 8,840

構成割合 49.7% 0.9% 3.6% 1.4% 6.8% 13.6% 10.0% 0.9% 1.4% 0.5% 0.9% 0.3% 0.2% 40.3% 10.0% 100.0%

令和７年度全国公立高校
募集定員の大学科別構成割合

63.8% 4.1% 10.0% 7.3% 0.5% 1.2% 0.2% 0.1% 0.4% 0.4% - 7.6% -

全国の数値は「令和７年度 全国公立高等学校第１学年定員等状況」（富山県教育委員会県立高校改革推進課まとめ）より

文理探究科の大学科は理数及び国際

※①・・・理数１．２％、語学0.2％、国際0.7％

福祉 美術工業 商業 水産 家庭 看護 情報

2.1%※①

区分
普通

地域科学

専　　　　　門　　　　　学　　　　　科

総合 合計
普通科系

農業



5.4%
10.2%

20.3%

38.9%

8.1%

33.3%

4.6%
0.3%

4.3%

5.6%

29.0%

9.7%

37.1%

38.9%

22.2%

59.5%

79.1%

37.6%

16.7%

91.9%

44.4%

1.5% 0.7% 0.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Ộ ῬỘ Ộ ▀ ♅

４年生大学 短期大学 専修各種 就職 その他

ṕ Ṗ

主な職業系学科の公立高校の進学・就職者の割合

（人）

４年
大学

短期
大学

専修
各種

就職 他

農業 25 21 133 273 7

工業 98 3 93 759 7

商業 156 33 285 289 5

情報 14 2 14 6 0

水産 3 0 0 34 0

福祉 3 0 2 4 0

10
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全国平均値（R6学校基本調査）

①大学・短大・専門学校等進学率87.3％

②大学・短大進学率：62.3％

③大学進学率：59.1％
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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

H28 H29 H30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5

小学校（長崎県） 小学校（全国） 中学校（長崎県）

中学校（全国） 計（長崎県） 計（全国）

262 
354 417 458 541 

751 

981 

1,285 
1,110 1,096 

1,171 
1,381 1,411 

1,706 

2,100 

2,407 

1372 1450 
1588 

1839 
1952 

2457 

3081 

3692 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H28 H29 H30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5

小学校不登校児童数（長崎県） 中学校不登校生徒（長崎県）

不登校児童数計（長崎県）

■長崎県不登校児童生徒数の推移 ■不登校児童生徒数の推移（1,000人当たり不登校児童生徒数）

（人） （人）

■不登校児童生徒数（上段）と1,000人当たりの不登校児童生徒数（中段：長崎県、下段：全国）

区分 H28 H29 H30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5

小学校　不登校児童数（長崎県） 262 354 417 458 541 751 981 1,285

１０００人当たりの児童数（長崎県） 3.2 4.9 5.8 6.5 7.7 10.9 14.4 19.3

１０００人あたりの児童数（全国） 4.7 5.4 7.0 8.3 10.0 13.0 17.0 21.4

中学校　不登校生徒（長崎県） 1,110 1,096 1,171 1,381 1,411 1,706 2,100 2,407

１０００人当たりの生徒数（長崎県） 28.8 29.4 32.1 38.4 39.5 47.7 59.3 68.5

１０００人あたりの生徒数（全国） 30.1 32.5 36.5 39.4 40.9 50.0 59.8 67.1

不登校児童・生徒数計（長崎県） 1,372 1,450 1,588 1,839 1,952 2,457 3,081 3,692

小中計（長崎県） 12.4 13.3 14.7 17.3 18.5 23.5 29.8 36.3

小中計（全国） 13.5 14.7 16.9 18.8 20.5 25.7 31.7 37.2

（単位：人）

11

（出典）学校基本調査
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■不登校児童生徒数（上段）と1,000人当たりの不登校児童生徒数（中段：長崎県、下段：全国）

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

H28 H29 H30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5

高校（長崎県） 高校（全国）

■長崎県不登校生徒数の推移 ■不登校生徒数の推移（1,000人当たり不登校児童生徒数）

（人） （人）

485
510

582

533 549

610

720

797

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

H28 H29 H30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5

高校不登校生徒数（長崎）

区分 H28 H29 H30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5

高校　不登校生徒数（長崎） 485 510 582 533 549 610 720 797

１０００人当たりの生徒数（長崎県） 12.3 13.2 15.6 14.7 15.6 17.9 21.5 24.1

１０００人あたりの生徒数（全国） 14.6 15.1 16.3 15.8 13.9 16.9 20.4 23.5

（単位：人）

12（出典）学校基本調査
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0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

H28 H29 H30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5

中途退学率（長崎県） 中途退学率（全国）

0

100

200

300

400

500

600

H28 H29 H30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5

中途退学生徒数（長崎）

■長崎県中途退学生徒数の推移 ■中途退学率の推移

（人） （％）

■中途退学生徒数（上段）と中途退学率（中段：長崎県、下段：全国）

区分 H28 H29 H30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5

中途退学生徒数（長崎） 562 440 485 389 318 381 364 449

中途退学率（長崎県） 1.4 1.1 1.2 1.0 0.9 1.1 1.0 1.3

中途退学率（全国） 1.4 1.3 1.4 1.3 1.1 1.2 1.4 1.5

（単位：人・％）

13（出典）学校基本調査
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（単位：人）

②-① 増減率

11,939 12,062 11,989 12,067 11,654 △ 285 -2.4%

　国公立中 11,191 11,292 11,223 11,358 10,954 △ 237 -2.1%

　特別支援 123 136 140 154 159 36 29.3%

　私立中 625 634 626 555 541 △ 84 -13.4%

11,860 11,954 11,895 11,957 11,561 △ 299 -2.5%

99.3% 99.1% 99.2% 99.1% 99.2% - -

　※中学校卒業者には、特別支援学校中学部卒業者を含む。

②-① 増減率

10,814 10,818 10,759 10,576 10,212 △ 602 -5.6%

公　　　立 7,320 7,207 7,142 7,131 7,059 △ 261 -3.6%

私　　　立 3,494 3,611 3,617 3,445 3,153 △ 341 -9.8%

148 167 171 198 178 30 20.3%

172 209 218 319 343 171 99.4%
公　　　立 92 86 97 127 142 50 54.3%

私　　　立 80 123 121 192 201 121 151.3%

231 242 210 279 268 37 16.0%

2 1 3 6 3 1 50.0%

116 99 127 162 130 14 12.1%
143 149 150 153 158 15 10.5%

234 269 257 264 269 35 15.0%

11,860 11,954 11,895 11,957 11,561 △ 299 -2.5%

②-①

35 28 29 29 △ 6

41 23 31 27 △ 14

32 43 50 37 5

　※高校教育課が年度末に実施する「進学状況調査」に基づいたデータによる

R3.３卒
（①）

R4.３卒 R5.３卒 R6.３卒
R7.３卒

(②)

中 学 校 卒 業 者 総 数

進 学 者 数

進 学 率

進学者数内訳
R3.３卒

（①）
R4.３卒 R5.３卒 R6.３卒

R7.３卒
(②)

県内
高等学校

全 日 制

定時制(公立)

通 信 制

県外
高等学校

全 日 制

定 時 制

通 信 制
高 等 専 門 学 校

特 別 支 援 学 校

合 計 （ 進 学 者 数 ）

その他 R3.3 R4.3(①) R5.3 R6.3 R7.3(②)

専修・各種・職業訓練

就 職

未 定

5年前との比較

5年前との比較

〇令和７年3月中学校

卒業生 11，654名

うち進学者 11，561名

〇公立高校（全日制）

進学者数 7，059名

↑過去最低値

〇通信制進学者数

473名（県内343、県外130）

①５年前と比較すると進学者

数が１．６倍に増

県内で見ると約２倍に増

＜R3.3卒業＞

 288名（県内172、県外116）

②進学者数11，561名中に

占める割合 ： ４．１％

県内の通信制高校

・県立２校
鳴滝高校、佐世保中央高校

・私立４校
こころ未来高校、こころ咲良高校、
長崎南山高校、創成館高校



３ 長崎県立高等学校の状況



Ʒ ῬӭῬ᷂ḢǲǑǋǭǶƲ᷂ḢǮǵἧǰȉ
ǵ ǵ ᾜȋ ⁸ ǵẎ Ǳǰ᷂ḢẆ
ǵ ǿǵ ἶ ӭῬ᷂ḢǓ ǲȏȑƲ
ᾛ Ǳ ǵ ǶȅǠȅǠᶩ ǲǱǪ
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◆地域（ブロック内）の中学校卒業生は全日制進学者数
◆地域の高校は県立高校 

半島
地域

離島
地域

〇県立高校（全日制）の募集定員に対する充足率等

Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ R3 R4 R5 R6 R７

88.9% 86.9% 85.8% 82.6% 81.5% 81.1% 80.8% 80.6%

離島地域（13校） 68.2% 66.3% 65.9% 60.5% 61.8% 59.4% 53.8% 55.5%

半島地域（19校） 80.5% 75.8% 72.5% 70.1% 67.3% 65.7% 66.7% 67.3%

都市部（２２校） 97.6% 96.7% 96.5% 93.5% 92.5% 93.1% 93.4% 92.3%

37校 36校 41校 43校 45校 45校 44校 47校

(68.5%) (66.7%) (75.9%) (79.6%) (83.3%) (83.3%) (81.5%) (87.0%)

12校 13校 13校 13校 12校 13校 13校 13校

(92.3%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (92.3%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

16校 17校 18校 19校 19校 19校 18校 19校

(84.2%) (89.5%) (94.7%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (94.7%) (100.0%)

9校 6校 10校 11校 14校 13校 13校 15校

(47.4%) (31.6%) (52.6%) (57.9%) (73.7%) (68.4%) (68.4%) (78.9%)

R6の充足率80.8%は全国ワースト７位

都市部（２２校）

充足率（54校）

不充足校数（54校）

離島地域（13校）

半島地域（19校）
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᷂Ḣ 15 ˲֥ ᾓ ˲ ֗ ̉ᴇ ₴↓ Ϲ
〇15年後の15歳人口は大村地域を除き、各地域とも6割程度或いは６割未満になる見込み。令和22年度の公立高校への入学者数

は4，900名程度の見込。

〇募集定員に対する充足率は長崎・諫早・大村・佐世保地域では9割程度。西海・島原・東彼・平戸・松浦地域では５～６割程度。
五島・壱岐・対馬地域では５割程度。
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1
長崎東、長崎西、長崎南、長崎北、北陽台、長崎工業、

長崎鶴洋、長崎明誠

2 大崎、西彼杵、西彼農業

3
島原、島原農業、島原工業、島原商業、

口加、島原翔南、国見、小浜

4 諫早、西陵、諫早東、諫早農業、諫早商業

5 大村、大村工業、大村城南

6 川棚、波佐見

7
佐世保北、佐世保南、佐世保西、佐世保工業、鹿町工業、

佐世保商業、佐世保東翔、清峰

8 猶興館、北松農業、平戸、松浦

9
五島、五島南、五島海陽、奈留、上五島、中五島、宇久、

北松西

10 壱岐、壱岐商業、対馬、豊玉、上対馬

6,929人 80.6%

57.3%

合計 11,493人 7,117人 0.62 8,600人

壱岐・対馬地域 446人 238人 0.53 600人 344人

344人 53.8%

65.8%

五島地域 412人 206人 0.50 640人

平戸・松浦地域 423人 248人 0.59 400人 263人

1,525人 95.3%

50.8%

佐世保地域 2,325人 1,519人 0.65 1,600人

東彼地域 319人 160人 0.50 240人 122人

736人 92.0%

89.0%

大村地域 1,003人 849人 0.85 800人

諫早地域 1,369人 789人 0.58 1,120人 997人

643人 64.3%

52.9%

島原地域 1,009人 625人 0.62 1,000人

西海地域 210人 104人 0.50 240人 127人

③/④

長崎地域 3,977人 2,379人 0.60 1,960人 1,828人 93.3%

No 地域

15年後の15歳人口の比較 令和7年度募集定員に対する充足率

地域内の高校R6　①
（R7.3中学卒業者）

R21　②
（Ｒ６出生者数）

②/①
募集定員

③
入学者

④

〇公私立の進学割合の７：３で想定すると公立進学者は4,900名程度
〇R6出生者数は県異動人口調査（R6.10.1）の数値を引用



基本方針 学級減の状況等

長崎県立高等学校改革基本方針 学校数△１０校　：　７３(H13)→63（H22）

H13～H22年度（H13.2策定） 学級数△66学級　：　345(H13)→279（H22）

第二期長崎県立高等学校改革基本方針 学校数±０校：63(H23)→63（R2）

H23～Ｒ２年度（H21.3策定） 学級数△48学級：279(H22)→231（R2）

第三期長崎県立高等学校改革基本方針

Ｒ3～R12年度（Ｒ２.３策定）

学級数△4学級：231(Ｒ2)→227（R8）

ƷḨ Ǳ Ǐ ȋ ǵ șὑȈǦƼḨרׄ ƽș10 ₴ ₳ 13 ₴↓ ǲὑȈǭǑȑƲ
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〈２学級以下の学校数〉 H23：10校（18.5％）⇒ R7：15校（27.8％）

〈３学級以下の学校数〉 H23：17校（31.5％）⇒ R7：28校（51.9％）
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ƥӲ ș ỒǞǦ₴ǒȐ Ǟ3₴ ̊ Ʋ2₴ ǘǭƲ
᷀ǵ ʝἶ₴ǵ᷀ Ǔҹ ὑᴣǵ ѝǵ ǵḹֻƲԍѸ
ǯǞǭ ∕ֻ ҹ α ȉדȇ ș Ƴ 1ἶ₴2ἶ ǵḹֻ

ƥ ᷀ ǜȓǭǋȒἶ R3 Ƕ Ƴ

①松浦高校鷹島分校（H16募集停止→H18.3閉校）

②諫早高校高来分校（H17募集停止→H19.3閉校）

③西陵高校東長崎分校（H17募集停止→H19.3閉校）

④島原南高校（H17募集停止→H19.3閉校）

⑤有馬商業高校（H17募集停止→H19.3閉校）

⑥長崎式見高校（H18募集停止→H20.3閉校）

⑦長崎南商業高校（H18募集停止→H20.3閉校）

⑧野母崎高校（H21募集停止→H23.3閉校）

⑨冨江高校（H21募集停止→H23.3閉校）

⑩松浦東高校（H21募集停止→H23.3閉校）

⑪猶興館高校大島分校（H22募集停止→H24.3閉校）

島原翔南高校（Ｈ１７新設）
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Џ ἶ Џ ἶ ᷂ ⁸Ӣ

○令和６年５月１日時点で、全国の市区町村（1,741）のうち、公立高校の立地が０校ないし１校であるものは1,112（63.９%）。
内訳は０が503（28.9%）、１が609（35.0%）。令和元年度の1,088（62.5％）より増加。

○各都道府県における公立高校の立地が０ないし１の市区町村の割合が最も高いのは北海道の83.8%、最も低いのは兵庫県の
31.7％。

〇長崎県は38.1％[０校が2市町（時津町・東彼杵町）、1校が6市町（松浦市・長与町・川棚町・波佐見町・小値賀町・佐々町）]

（出典）文部科学省「学校基本調査」



学級数が少ないことによる生じうる学校運営上の課題

ᾛ Џ ᾛἶ ʴἶ ╠
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○小規模校に関する一般的なメリットと課題について、文部科学省の「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き」の中では以下の
ように記載している。

〇高校の小規模校についてはこうした点のほか、配置できる教員の数が限られるため、生徒が履修できる科目が限られるという課題も挙げられるʻ

① 一人一人の学習状況や学習内容の定着状況を的確に把握でき、補充指導や個別指導
を含めたきめ細かな指導が行いやすい

② 意見や感想を発表できる機会が多くなる
③ 様々な活動において、一人一人がリーダーを務める機会が多くなる
④ 複式学級においては、教師が複数の学年間を行き来する間、児童生徒が相互に学び合う

活動を充実させることができる
⑤ 運動場や体育館、特別教室などが余裕をもって使える
⑥ 教材・教具などを一人一人に行き渡らせやすい。例えば、ＩＣＴ機器や高価な機材でも比較的

少ない支出で全員分の整備が可能である
⑦ 異年齢の学習活動を組みやすい、体験的な学習や校外学習を機動的に行うことができる
⑧ 地域の協力が得られやすいため、郷土の教育資源を最大限に生かした教育活動が展開しやすい
⑨ 児童生徒の家庭の状況、地域の教育環境などが把握しやすいため、保護者や地域と連携した

効果的な生徒指導ができる

小規模校に存在するとされるメリット

① クラス替えが全部又は一部の学年でできない
② クラス同士が切磋琢磨する教育活動ができない
③ 加配なしには習熟度別指導などクラスの枠を超えた多様な指導形態がとりにくい
④ クラブ活動や部活動の種類が限定される
⑤ 運動会・文化祭・遠足・修学旅行等の集団活動・行事の教育効果が下がる
⑥ 男女比の偏りが生じやすい
⑦ 上級生・下級生間のコミュニケーションが少なくなる、学習や進路選択の模範

となる先輩の数が少なくなる
⑧ 班活動やグループ分けに制約が生じる
⑨ 協働的な学習で取り上げる課題に制約が生じる
⑩ 教科等が得意な子供の考えにクラス全体が引っ張られがちとなる
⑪ 生徒指導上課題がある子供の問題行動にクラス全体が大きく影響を受ける
⑫ 児童生徒から多様な発言が引き出しにくく、授業展開に制約が生じる
⑬ 教員と児童生徒との心理的な距離が近くなりすぎる

高
校
で
の
課
題

教員配置数の減によって開設科目数に制限が加わり、 生徒の多様な学習

要望や進路希望等に対応が困難 （理科、地歴において生徒のニーズに

応じた科目の開設や、習熟度別（進路別）のクラス編成が困難など）

集団の中で切磋琢磨や相互啓発の機能が低下する

（多様な意見や考えに触れる機会の減少。固定的な人間関係）

学校行事や部活動において魅力的で活力ある教育活動 の実施が困難

（部活動の配置数の減少、部員数・指導者 の確保）

高校が地域の中心的な存在の場合、地域の活力低下につながる可能性

教員が校務において複数の役割が課され負担増

一人ひとりの学習状況を的確に把握し、個に応じたきめ細

やかな指導や支援が可能

生徒個々の意見や発表の場が増え、活動においてもリーダー

性を発揮できる機会が増加

生徒個々の家庭環境や生育歴などを把握しやすいため、生徒

支援が行き届きやすい

高
校
で
の
ﾒ
ﾘ
ｯ
ﾄ
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〇科目によっては、複数教員を配置できず、１人で３学年対応する必要がある ⇒ 教員の負担大

〇開講できない選択科目が生じる ⇒ 学びたい科目が学べない

〇他校との兼務や非常勤講師による対応となる ⇒ 授業外の質問対応や部活動に制限

21

₴ ₴ ₴ ₴ ₴ ₴ ₴ ₴ ₴ ₴ ₴ ₴ ₴ ₴ ₴

2 3 3 2 2 2

᷂ ֲ ʫ ֲ ᷂ ֲ ʫ ֲ ᷂ ֲ ʫ ֲ ᷂ ֲ ʫ ֲ ᷂ ֲ ʫ ֲ

ֲ ֲ ֲ ֲ ֲ

᷂ ᷂ ᷂ ᷂ ᷂

3 3 3 2 1 2 3

ӓἶ ӓἶ ӓἶ ӓἶ ӓἶ

᷂ἶ ᷂ἶ ᷂ἶ ᷂ἶ ᷂ἶ

2 1 2 2 2 2 1

1 1

1 1

1 Ħ0

3 3 3 1 2 2 3

1

1

Ҳ Ҳ 22 ӓ 13 Ҳ Ҳ 18 ӓ 9 Ҳ Ҳ 15 ӓ 9 Ҳ Ҳ 7 ӓ 5 Ҳ Ҳ 4 ӓ 2

16 9

Ħ Ҳ ҲǶƲ ἧɵặἧǯȉǲ ǞǭǋȒ ǶƲ ǯȩȤɱɆǞǭǋȒ

Ħ0 Ḹ Ħ0

ᴣ 54 42 32

Ḹ Ḹ 1 Ḹ Ħ0 Ḹ

2

ὤ↨ ὤ↨ 1 ὤ↨ 1 ὤ↨ Ħ0 ὤ↨ Ħ0

3

ͪβ̱ 1

1 1 Ħ0

1 Ħ0

ͪβ̱ ͪβ̱ ͪβ̱ 4 ͪβ̱ 2

2 0 1

/ 0 / 0

2

3 2 1

2
1

3 1 2 0 1

1 2

Џ Џ

ἶ ἶ ἶ 5 ἶ 3 ἶ

1 2 0 1 1

Џ 1 Џ 1 Џ 1

ᶮ 2

2 0 1 1

2 1
2 2 1

ᶮ ᶮ ᶮ ᶮ 3

学校規模別の職員配置状況【８クラス～１クラス】（普通科の例）　　
ĦƱЗҵ֗Ǻ ₡ҽ ₉ᾍꜘ

１学年８クラス規模 １学年６クラス規模 １学年４クラス規模 １学年２クラス規模 １学年１クラス規模

書道が開講できない

科目によって
は１人しか配置
できない

常勤でなくなる

配置できない
科目あり

常勤でなくなる

美術が開講

できない

常勤でなくなる

配置できない
科目あり

配置できない
科目拡大

配置できない
科目拡大

すべての科目
で１人しか配置
できない

科目によって
は１人しか配置
できない

地学の
配置不可

常勤でなくなる
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〇学級数が減少するにつれ、設置できる部活動数も減少
⇒ 生徒の部活動の選択が限られる

〇特に小規模校においては、団体競技の部活動設置に支障がある
⇒ 生徒数によっては、設置部活動の変更が生じる

〇１校で単独チームが組めず、合同チームでの出場校の増加

⇒ チームでの練習の機会が限られる

0
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部
活
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総

数

クラス数

クラス数VS部活動総数

部活動総数

生徒数の減少等により設置部活動変更

(例)バレーボール部 → バドミントン部
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部
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クラス数

クラス数と部活動の設置率の関係

野球（硬式） サッカー

合同チームの増加

（例）野球部

２校（Ｒ１年度）→11校(Ｒ7)
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４ 長崎県立高等学校改革基本方針
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○１０年間を計画期間とし、県立高等学校の教育改革や適正配置等についての基本的な考え方や改革の方向性を示
した、「長崎県立高等学校改革基本方針」を策定し、公表している。

○具体的な県立高等学校の改革に関する諸施策については、「基本方針」に基づく「実施計画」を策定・公表し、改革を
実施している。

・総合選抜廃止や通学区域の見直しなどの諸制度改善

・中高一貫教育、単位制、総合学科、理数科、福祉科、文理探究科など新しいタイプの学校や学科の設置

・離島留学制度などの新たな就学環境の提供

・県立高校の再編整備

「基本方針」と「実施計画」について

【これまでの取組】　　　※（　）内は策定年及び月、　〈　〉内は計画期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本方針 実施計画

長崎県立高等学校
改革基本方針

第１次実施計画（H14.2）〈H14～16年度〉

Ｈ１３～Ｈ２２年度（H13.2策定） 第２次　〃　　（H15.4）〈H16～18年度〉

第３次　〃　　（H17.3）〈H18～21年度〉

第４次　〃　　（H20.3）〈H21～22年度〉

第二期長崎県立高等学校
改革基本方針

第５次　〃　　（H21.6）〈H23年度〉

Ｈ２３～Ｒ２年度（H21.3策定） 第６次　〃　　（H23.8）〈H24～25年度〉

第７次　〃　　（H25.4）〈H26～27年度〉

第８次　〃　　（H28.9）〈H29～31年度〉

第三期長崎県立高等学校
改革基本方針

第９次　〃　　（R3.6） 〈R4～5年度〉

Ｒ３～Ｒ１２年度（Ｒ２.３策定） 第10次　〃　（R6.11） 〈R8年度〉

策定年月 計画期間

長崎県立高等学校教育改革第１次実施計画 平成14年2月 平成14年度～平成16年度

《１》主体的な学校選択を促す諸制度の改善

　１ 総合選抜制度の廃止 平成15年度～

　２ 通学区域の拡大 平成15年度～ 32通学区域 → 7学区

《２》新しいタイプの学校の設置など学校・学科の改編整備

　１ 中高一貫教育の拡充 平成16年度 長崎東、佐世保北

　２ 全日制単位制高校の設置 平成15年度 佐世保西、西陵

　３ 総合学科の設置拡大・拡充 平成15年度 北松南（清峰)、大村城南

平成16年度 平戸

　４ 理数科の設置拡大 平成15年度 長崎北陽台、島原、諫早、猶興館

　５ 普通科における特色あるコースの設置 平成15年度 長崎西、佐世保南※現在は廃止

《３》公立高等学校入学者選抜制度の改善

　１ 志願状況公表後の志願変更 平成15年度～ ※廃止

　２ 各校独自問題の作成 平成15年度～ ※廃止

　３ 特定の教科に比重をかけた配点の拡充 平成15年度～ ※廃止

　４ 外国生徒等の入学者選抜における特例措置 平成15年度～

　５ 一般推薦入学の拡充 平成15年度～ ※廃止

《４》新たな就学環境の提供

　１ 「高校生の離島留学制度」の創設 平成15年度 五島、壱岐、対馬、猶興館大島

実施計画名



ῴ ἶ Ḩ

24

策定年月 計画期間

長崎県立高等学校教育改革第２次実施計画 平成15年4月17日 平成16年度～平成18年度

《１》県立高等学校の再編整備

　１ 松浦高校鷹島分校 平成16年度募集停止 平成18年3月閉校

　２ 諫早高校高来分校 平成17年度募集停止 平成19年3月閉校

　３ 西陵高校東長崎分校 平成17年度募集停止 平成19年3月閉校

　４ 島原南高校 平成17年度募集停止 平成19年3月閉校

　５ 有馬商業高校 平成17年度募集停止 平成19年3月閉校

　６ 長崎式見高校 平成18年度募集停止 平成20年3月閉校

　７ 長崎南商業高校 平成18年度募集停止 平成20年3月閉校

　８ 島原翔南高校 平成17年度新設

《２》総合学科の設置拡大および専門学科の改編等

　１ 総合学科の設置拡大

平成17年度 五島海陽

平成17年度 島原翔南

平成18年度 長崎鶴洋

　２ 新しい学科の設置

　　 国際コミュニケーション科 平成16年度 諫早商業

　　 国際コミュニケーション科 平成17年度 佐世保商業

　３ 農業に関する学科の改編

　　 農業科学科、園芸科学科、食品科学科 平成16年度 島原農業

　　 農業科学科、バイオ園芸科、環境創造科 平成16年度 諫早農業

　　 農業科学科、園芸科学科、食品科学科 平成16年度 北松農業

　４ 工業に関する学科の改編

　　 機械システム科 平成16年度 長崎工業

　　 電気科 平成17年度 島原工業

　　 土木技術科 平成18年度 鹿町工業

　５ 家庭に関する学科の改編

　　 生活総合科 平成16年度 川棚

　６ 観光に関する学科の改編

　　 ビジネス・観光科 平成17年度 小浜

実施計画名 策定年月 計画期間

長崎県立高等学校教育改革第３次実施計画 平成17年3月17日 平成18年度～平成21年度

《１》専門学科の改編等

　１ 新しい学科の設置

　　 情報科 平成19年度 諫早商業

　２ 農業に関する学科の改編

　　 生活福祉科 平成18年度 島原農業

　３ 工業に関する学科の改編

　　 電気情報科 平成18年度 上五島

　４ 学科の募集停止

　　 口加高校　家政科 平成18年度

　　 松浦東高校　生産流通科 平成18年度

　　 北松西高校　情報電子科 平成18年度

　　 宇久高校　商業科 平成18年度

　　 佐世保工業高校定時制　電気科 平成18年度

《２》専攻科の募集停止

　　 長崎鶴洋高校専攻科（漁業科、機関科） 平成21年度

《３》「しま」地区における小中高一貫教育の導入

　　 奈留高校、宇久高校、北松西高校 平成20年度

長崎県立高等学校教育改革第４次実施計画 平成20年3月19日 平成21年度～平成22年度

《１》県立高等学校の再編整備

　１ 野母崎高校 平成21年度募集停止 平成23年3月閉校

　２ 富江高校 平成21年度募集停止 平成23年3月閉校

　３ 松浦東高校 平成21年度募集停止 平成23年3月閉校

　４ 猶興館高校大島分校 平成22年度募集停止 平成24年3月閉校

《２》工業高校における学科新設

　　 機械システム科 平成21年度 大村工業

実施計画名
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策定年月 計画期間

長崎県立高等学校教育改革第５次実施計画 平成21年6月9日 平成23年度

《１》併設型中高一貫教育校の設置拡大

　　 諫早高校 平成23年度 諫早高校附属中

《２》理数に関する学科の改編

　　 数理探究科 平成23年度 大村

長崎県立高等学校教育改革第６次実施計画 平成23年8月19日 平成24年度～平成25年度

《１》新たな連携型中高一貫教育の導入

　　 大崎地区 平成25年度 大崎高校、西海市立大崎中

《２》福祉教育の充実

　　 総合学科「福祉・生活系列」 平成24年度 大村城南

《３》通信制高校における「しま地区」での面接指導の充実

　　 鳴滝高校 平成24年度 対馬、壱岐、五島

長崎県立高等学校教育改革第７次実施計画 平成25年4月26日 平成26年度～平成27年度

《１》国際関係に関する学科の設置

　　 国際科 平成27年度 長崎東

《２》新たな連携型中高一貫教育の導入

　　 上対馬地区 平成26年度 上対馬高校、

対馬市立比田勝中、佐須奈中

《３》美術に関する学科の設置

　　 美術・工芸科 平成26年度 波佐見

《４》商業に関する学科の設置

　　 商業科 平成26年度 松浦

実施計画名 策定年月 計画期間

長崎県立高等学校教育改革第８次実施計画 平成28年9月8日 平成29年度～令和元年度

《１》離島留学制度の拡充

　　 五島南高校　夢トライコース 平成30年度 定員20名程度

　　 奈留高校　ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｱｲﾗﾝﾄﾞ・ｽｸｰﾙ 平成30年度 定員内での募集

《２》コース・学科の新設

　　 普通科グローカルコース 平成29年度 口加

　　 福祉科 平成31年度 口加

《３》定時制課程におけるコース新設

　　 夜間部　エンカレッジコース 平成30年度 佐世保中央

長崎県立高等学校教育改革第９次実施計画 令和3年6月8日 令和４年度～令和５年度

《１》本県初の新たな普通教育を主とする学科の設置

　　地域科学科 令和４年度 松浦

《２》教科横断的な探究型学習に協働的に取り組む学科の設置

　　文理探究科 令和５年度 長崎北陽台、佐世保南、島原、

大村、猶興館

長崎県立高等学校教育改革第10次実施計画 令和6年11月21日 令和８年度

《１》離島留学制度の拡充

　　宇久高校　Ukuサイエンスパーク 令和８年度 定員内での募集

実施計画名
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１ 全日制課程

〇既存の学校数を維持しつつ学級数のみを減らす対応では、県内全体で学校規模が縮小し、小規模校が増加。これにより、各校の教職員数の配置が

   減少し、教科・科目の開設が制限され、生徒の多様な学習や進路希望に応えできなくなる。また学校行事や部活動も活力を失い、高校教育の質が

   低下する懸念がある。

〇学級減のみの対応には限界。次のア～エを勘案し、学校統合などにより適正な学校規模を目指す必要があり、対象校や時期、学校形態などを含めた

具体的な再編計画を実施計画として策定する。

(ア)今後の中学校卒業者数の推移や高校への入学動向 (イ)交通事情や地理的条件、産業構造等の地域の実情

(ウ)各学校が担っている教育的役割や、生徒・保護者・地域から求められる期待 (エ)全県的な視点からの学校・学科の適正配置

〇第二期基本方針に基づき小規模校の維持を進めた結果、少人数化が進行しており、小規模校については教育効果や地域事情を踏まえ、教育水準の

維持と再編整備の両面から検討する。

① 基本的な考え方

次のア～エなどの観点から、学校規模の適正化を図り、教育効果を高める。

ア 生徒の進路希望等に応じた多様な教科・科目の設定等、選択幅の広い教育課程の編成

イ 特別活動や部活動等の効果的な実施

ウ 生徒同士の切磋琢磨や社会性の育成に十分な集団としての規模

エ 適正な学校運営の展開

（１）基本的な考え方

（２）学校規模の適正化
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② 適正な学校規模の基準

県立高校（全日制）の適正な学校規模の基準は、１学年３～８学級（120～320人）を標準とし、適正配置の観点等から必要性が認められる場合

    においては、１学級下回る又は１学級上回る規模の高校の配置についても弾力的に取り扱う。

       ただし、次のア、イについては、地域性等に鑑み、１学年１学級の学校として配置するものとする。

(ア)第二期及び第三期基本方針の計画期間内において、キャンパス校の導入が認められた高校。

【該当校】 ①平戸高校、②豊玉高校、③中五島高校 ※第一学年の在籍者数は、20人以上を望ましい人数とする。

(イ)小中高一貫教育を実施している一島一高校。

【該当校】 ①宇久高校、②奈留高校、③北松西高校 ※第一学年の在籍者数は、10人以上を望ましい人数とする。

   ① 基本的な考え方

県立高校の配置は、学校規模の基準を踏まえつつ、中学校卒業者数の推移や入学動向、交通・地理条件、地域産業、学科配置などを考慮し、

県全体の視点で統廃合を含む再編整備を進め、学校の機能と教育水準の維持・向上を図る。

② 適正配置の基準等

県立全日制高等学校の適正な配置の基準等は、次のア～オのとおりとする。

また、（２）の②ア・イで示した生徒数及び以下の基準等を踏まえ、入学者数の状況や将来的な見通し等を総合的に判断し指定した高校について、

学校・市町・県・地元関係者等で組織する協議会を設置し、生徒にとって望ましい教育環境を整備する観点から、設置者の在り方を含む当該高校

の活性化策等について、期間を定めて協議し、取り組むものとする。

なお、しま地区の１学年２学級の高校においては、次の③に定める要件に該当した場合は、キャンパス校の導入について検討する。

（３）学校の適正な配置

ʢ Ḩ П ρ( )
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(ア)協議会を設置した１学年２学級の高校においては、協議を開始した年から起算し３年目以降、２年続けて、５月１日現在の第一学年の在籍者が

募集定員の２分の１（40人）未満の場合、原則として統廃合（募集停止も含む）を検討する。

(イ)協議会を設置したキャンパス校においては、協議を開始した年から起算し３年目以降、２年続けて、５月１日現在の第一学年の在籍者が募集

定員の２分の１（20人）未満の場合、統廃合（募集停止も含む）を検討する。

(ウ)協議会を設置した小中高一貫教育を実施している一島一高校においては、期間を定めて活性化策等に取り組み、その成果等を踏まえ、学校

の在り方について検討する。

(エ)同一市町又は近隣の市町に所在する２校の高校において、１学年の学級数が合わせて標準規模学級（３～８学級）になる場合、効果的な教育

機能を確保する観点から統合を検討する。

(オ)特色ある学校づくりを図るため新たな教育内容・方法等の導入が必要とされる場合、同一市町又は近隣の市町に所在する２校以上の高校

の統合を検討する。

③ キャンパス校の導入要件

キャンパス校は、島内の近隣の高校を本校とし、教育水準を維持していくため、本校と合同の学校行事や教員の乗り入れ授業等連携した教育

を行うものであり、必要性が認められる場合、しま地区において導入する。

キャンパス校の導入要件は、「しま地区の１学年２学級の学校において、２年続けて、５月１日現在の第一学年の在籍者が１学級定員（40人）以下

の場合。」とする。なお、全学年が１学級規模となる段階で、キャンパス校へ移行するものとする。

  ④ 一定規模以上の高等学校の維持・設置

教育活動の活性化を図る観点から、１学年６学級以上の学校規模の維持について配慮する。また、複数校の統合による新たな設置について、

必要に応じて検討する。

ʢ Ḩ П ρ( )
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 ① 基本的な考え方

今後再編整備を進めるにあたっては、中学生やその保護者の入学者選抜に対する不安や新たな通学費等の負担を軽減するため、条件整備を

     図ることとする。

 ② 再編整備において配慮すべき事項

(ア)再編整備に伴う条件整備の推進

            スクールバス運行等の通学支援策、地域における募集定員枠の確保や受け入れ高校における教育内容の多様化・特色化等、再編整備に伴う

         就学上の諸条件の整備に努める。

(イ)再編整備計画の公表から募集停止にかかる一定期間の設定

 中学生の進路選択に混乱を来さないよう、実施計画の公表から募集停止まで１年以上の期間をおく。

2 定時制・通信課程

定時制・通信制課程では、勤労青少年が減少する一方で、多様な背景を持つ生徒（不登校や中途退学経験者、特別な支援を要する生徒、帰国生徒・

外国人生徒等）が増加している。こうした状況に対応し、多様な入学動機に応じた教育機会を保障するため、教育機能の充実を図る。

① 基本的な考え方

今後の中学校卒業者数の推移や定時制課程・通信制課程への入学動向、交通事情や地理的条件及び産業構造等の地域の実情の観点を十分に

考慮しながら、全県的視点に立った学校・学科の適正な配置を行い、多様な学びの提供と教育水準の維持向上を図る。

（１）基本的な考え方

（２）学校の適正な配置

（4）再編整備の進め方
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② 適正配置の基準

(ア)定時制課程

   これまでの基本方針の適正配置の基準を引き継ぎ、県立高校定時制課程における適正配置の基準は、「２年続けて、５月１日現在の

          第一学年（専門学科においては小学科別）の在籍者が10人未満の場合には、統廃合（募集停止も含む）を検討する。」とする。

(イ)通信制課程

            通信制課程においては、多様な入学動機を有する生徒への学びの提供の観点から、生徒の入学及び在籍状況等を総合的に考慮し、

その在り方について検討する。

① 基本的な考え方

今後再編整備を進めるにあたっては、入学希望者等に対して、地域の高等学校の状況や再編整備の必要性について適切な情報提供に努める

とともに、関係市町及び市町教育委員会と情報を共有し連携に努める。また、入学者選抜に対する不安や新たな通学費等の負担を軽減するため、

条件整備を図ることとする。

② 再編整備において配慮すべき事項

  (ア)再編整備に伴う条件整備の推進

    通学支援策、受け入れ高等学校における教育内容の多様化・特色化等、再編整備に伴う諸条件の整備に努める。

   (イ)再編整備計画の公表から募集停止にかかる一定期間の設定

   入学希望者等の進路選択に混乱を来さないよう、実施計画の公表から募集停止まで１年以上の期間をおく。

 (ウ)学習機会の保障

      県立高校の通信制課程で学習の機会が保障されるよう配慮する。

（３）定時制課程の再編整備の進め方



（１）離島留学制度 <地元市の支援を受け、各島の導入校で特色ある教育を実践し、島外からの入学者を受入>

同様の制度は全国的に広がりを見せており、少子化の影響もあって、年々入学者数は減少している。こうした状況の中、各校では取り組みの一層の特色化を進めると

ともに、効果的な広報活動に努める。また、留学生が安心して学校生活を送ることができるよう、支援体制の充実や地域との連携の強化にも力を入れていく。
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（２）連携型中高一貫教育

  <一島一高校やそれに準じる通学上の不便さを抱える地域における

    市町立中学校と県立高校の教育課程の連携による接続>

教員の相互派遣や６年間を通じた教育課程の連携、合同行事の開催などキャリア

教育の充実を図っている。他の地域への導入については導入要件を満たす場合、

必要に応じて検討する。

①実施校

②今後の在り方

（3）併設型中高一貫教育（県立中学校）

 <同一設置者による中学校と高校の接続>

６年間を見通した計画的・系統的な学習を進め、教員の相互乗り入れ授業や

ティーム・ティーチング、少人数指導など効果的な教育活動が実施されている。

他の地域への設置拡充については少子化の状況下で地元公立中学校への

影響が懸念されることから当分の間、設置しない。

No 学校名 連携校 区分 導入

1 宇久高校 宇久中学校 一島一高校（小中高一貫） H13

2 奈留高校 奈留中学校 一島一高校（小中高一貫） H1３

3 北松西高校 小値賀中学校 一島一高校（小中高一貫） H1３

4 大崎高校 大崎中学校 高校の敷地内同居型 Ｈ２５

5 上対馬高校
比田勝中学校
佐須奈中学校

上対馬地区２校と連携 Ｈ２６

簡便な入学者選抜

入学者
選抜なし

No 学校名 中学校 導入

1 長崎東高校 長崎東中学校 Ｈ１６

2 佐世保北高校 佐世保北中学校 Ｈ１６

3 諫早高校 諫早高校附属中学校 Ｈ２３

①実施校
①実施校

②今後の在り方

②今後の在り方

県内 県外
1 対馬 国際文化交流科 留学できる程度に韓国語の語彙力を育成 40名 10 16 20 46 H15
2 壱岐 東アジア歴史・中国語コース 歴史学・考古学の専門性を高めるとともに中国語の語彙力の育成 20名程度 7 6 7 20 H15
3 五島 スポーツコース 陸上・柔道・剣道の競技力向上、スポーツ科学 20名程度 31 5 2 38 H15
4 五島南 夢トライコース 中学時代に不登校などの経験を持つ生徒を受入 20名程度 9 13 11 33 H30
5 奈留 E-アイランド・スクール 英語力の向上、連携型小中高一貫教育 10名程度 0 7 9 16 H30
6 宇久 Ukuサイエンスパーク 自然科学分野に興味を持ち科学的思考力を持った人材を育成 5名程度 R8

155名程度 57 47 49 153

島内
島外

導入
年度計

令和7年度在籍者数

学科・コース名学校名No 募集定員特徴
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計８５

〇H15～Ｒ７の２３年間で同制度の入学者数：1，231人（閉校した猶興館大島分校含む）
<島内499人、島外732人（県内410人、県外322人）>

〇少子化に加え、全国募集を行う他県の高校数の増加などの影響により、近年では入学者数が減少傾向

( )

H15

壱岐高校
東アジア歴史・
中国語コース

（定員２０名程度）

歴史学・中国語
を究める

中国語専攻では２・３年次に週７時
間の授業を通して学びを深め、上海
研修等のイベントも充実。歴史学専
攻では専門家の指導の下、豊富な
歴史遺産を活用したフィールドワーク
が可能。

対馬高校
国際文化交流科
（定員４０名）
※R1から学科

韓国語で
交流する

韓国人講師による授業や韓国での
研修など、本物の韓国語を学べる
環境はもちろん、文化の相互理解に
繋がる機会も充実。韓国の大学へも
多数進学。

五島高校
スポーツコース
（定員２０名程度）

スポーツを
科学する

最先端のトレーニング環境の中、優
秀な教師陣と専門家による質の高い
指導で、毎年優秀な実績を残してい
る「陸上・柔道・剣道」。実技だけで
なく、スポーツに関する専門知識や
理論を学ぶ。

奈留高校
E-アイランド・
スクール

（定員１０名程度）

英語で世界と
対話する

生きた英語を身に付けて国際人に
なる。少人数を強みにしたきめ細や
かな指導が魅力。 『奈留高校 E島
E明日 E仲間』のキャッチフレーズの
もと、学ぶだけでなく自ら発信して
いく姿勢も養う。

五島南高校
夢トライコース
（定員２０名程度）

人間力をUPする

中学校のときに学校になじめなかっ
たり、登校することが難しかったりし
た生徒のうち、「学びたい」という強
い意欲を持ち、「しま」で高校生活を
送りたいと考えている生徒を受け入
れる。

宇久高校
Uku サイエンス

パーク
（定員５名程度）

自然科学を
探究する

島の豊かな自然や資源を生かし、
企業、大学、行政、地域などと連携
して、最先端技術を組み合わせた
探究学習に取り組む。自然科学分
野に興味を持ち、科学的思考力を
身に付けた人材を育成する 。

H30 R8

計５７

計１１０

計４５

計７０

計５７

計８０

計５１

離島留学制度開始（３校）
※猶興館大島分校Ｈ１５～H21を除く

H3１

制度拡充
（計５校）

対馬高校
コース（定員２０名）
→国際文化交流科
（専門学科）へ

離島留学
制度拡充
（計６校）

R６

離島留学制度
改善策策定

（R６.３.14）
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離島留学制度による入学者の推移

①生徒やしま親に対するサポート体制
の強化

②生徒の受入体制の見直し
③生徒に対する地域全体での見守り
④教員の負担を軽減する環境づくり



ᶤ ῴ Ḩ R6 R10 ※関係部分抜粋

 【政策の柱01 】 一人一人に応じた最適な学びを提供する

＜主要な施策＞ ⑥切れ目ない校種間連携の推進

一島一高校のしま地区において実施している連携型の小中・中高一貫教育を通して、１２ 年間を見通した教育課程を
実施し、相互乗り入れ授業による学力の向上を図るとともに、 合同の学校行事や部活動の合同練習などの異年齢集団
による交流により、豊かな人間性や社会性を育成します。
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①中高一貫教育制度の導入にかかる学校基本法の一部を改正する法律が公布（H10.6）⇒施行（H11.4）

②Ｈ１０．９ 文科省の指定による中高一貫教育推進校の研究（Ｈ１０～H12 奈留地区）

③H11.4 文科省の指定による中高一貫教育推進校の研究（Ｈ１1～H12 宇久地区、小値賀地区）

④H13.4 長崎県のおける連携型中高一貫教育の導入（宇久高・宇久中、奈留高・奈留中、北松西高・小値賀中）

⑤H18.11 構造改革特別区域計画の認定（教育課程の弾力化<小学校へ英語教育導入、特活と総学を再編し

新しい認定等>、教科書の早期給与）

⑥H20.4 小中高一貫教育の導入（宇久地区、小値賀地区、奈留地区）

⇒特区認定の３地区は教育課程特例校へみなし指定

⑦H25.4 連携型中高一貫教育の拡充（大崎高・大崎中） ※高校の敷地内に中学校設置。高校校舎を一部共有。

⑧H2６.4 連携型中高一貫教育の拡充（上対馬高・比田勝中・佐須奈中）



５ これからの県立高校のあり方
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◆11,517人（R6）⇒ 7,000人（R21 ※R6出生数<県異動人口調査>）

◆学級数にして79学級分、校数にして20校分（4学級規模の高校）>

ū ♪ ᾜșἶ ǵȆǮᾍꜘǠȒǚǯǵ Ƴ

◆全日制の県立高校の半数以上が３学級以下の学校規模

Ŭ ῬӭῬ᷂Ḣǵ ᷀ǠȒ ǵὑᴣҊȓǓ Ƴ
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〇H30募集定員に対する充足率：88.9% （ うち離島：68.2％ 、 半島：80.5％ ）

〇R７ 募集定員に対する充足率：80.6% （ うち離島：55.5％ 、 半島：67.3％ ）              
△8.3ﾎﾟｲﾝﾄ △12.7ﾎﾟｲﾝﾄ △13.2ﾎﾟｲﾝﾄ



˹♥

①再編整備については、その方針や考え方を大綱として整理し、令和８年
6月には公表したい。

②生徒数減少に対応する単なる統廃合ではなく、未来志向の教育の質向上
を図り、新たな学びを創出する魅力的な再編を目指す。
・普通高校、農業・工業・商業などの専門高校の枠を超えて
・近隣校同士の特色をかけ合わせて

③離島半島地域では高校の存続が地域の活力に影響するところもあること
から、市町や地域、産業界の皆様と十分協議しながら進める。

④大綱の内容については外部有識者を含む関係者会「ながさき次世代高校
創生会議」で議論する。

⑤中学生や保護者などに対してニーズ調査を実施し、大綱策定の基礎資料
とする。
・高校を選ぶ際に重視する点や魅力を感じる学科、通学時間に関して

35
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大分県立情報科学高校
〇令和５年度に大分県内初となる情報系の学科【デジタル創造科：２クラス】を新設、ＩＴ人材の育成を目指す。

〇工業・商業の２学科が、ＡＩに関する設計・開発に携わる人材を育成する【ＡＩテクノロジー科：１クラス】

ビジネスシーンでＩＴをプラスできる人材を育成する【ビジネスソリューション科：１クラス】の２学科に改編。

〇令和２年度から株式会社オートバックスセブンが校内にコミュラボを開設。

Ʒ› ɵᵀ ǮǶǱǖƲ ș ǍǦȈǲ
製品を作る 今後は機械が代わりに行う どういう製品が
売れるのか、どうすれば製品が売れるのかを考えられる能力を
身に付ける

Ʒ ̝ɵ̔ ǲ ȈȐȓǭǋȒƼ Ҙƽș
ǲ̂ǘȒ
資格取得を取らせるための授業 簿記などはこれから機械
やＡＩが行う 社会・企業が求める「課題を解決する能力」を
育成する

令和５年度学科改編 学校の特色

コミュラボ外観 ドローンサッカーコート

ȨɶɆɎɁȭȷȹɔɱȱɝɣɧɚ ₡ ᴣ ׀

Ʒ ₴ ș ǞǦȫɡɨȠ
₴ ƼɅȴȢɱȵɱȫɱȮƽ
₴ Ƽ ὑɵ ƽ
₴ Ƽ ɵ ƽ

Ʒ ǵ͈
ɵ᷂Ϸ ȿɶɞǵ Ǔ ὖҘǲ Ǟǭǵ
ɵȻȤɩ› ǯSDGsǲ ǠȒ
ɵɎɶȿɡɩȢɗɱɆƼAIɓȥȷȽƽǵ̔ ᵣ
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福井県立坂井高校
〇平成２６年に「坂井農業高等学校、春江工業高等学校、金津高等学校経理科・情報処理科、

三国高等学校家政科」を統合し、開校。

〇農業・工業・商業・家庭科の４学科８コース。定員３２人×８クラス。

〇令和３年度から「マイスター・ハイスクール」に取り組み、産学官で連携した人材育成に取り組む。

Ʒ ἶ Ǔ ȅȒǚǯǲȏȑƲǋȔȚǱ
ἶ șἶȀȒǯǋǍ ǵỡǓǉǪǦ
ǓƲᾐ ǵἶ ǲȏǪǭ ӓɵ Ǐ
Ǔ ǍǵǮ ὦȓǱǋƳ

ƷƼ ֻ ƽǮ₁ ǠȓǷ̀ἶ ȉ
ἶȀȒ˿ Ȇș̸ǪǦǓƲ₁ ǠȒ
♪Ƕ ἶ ǵἶǺǓἋǮǉȒǯǵɋȪ
ɄȡɔǱ ǓẉǒǪǦƳŁѰ↓∕

再編時の課題（視察時の校長先生談話）

〇いろいろな学科・コースがあることが弱みではなく、８つもコースがあることを強みに活かすという考えに変え、

専門性を持った学科がお互いの強みを生かして連携しあう考え方を普及。
〇同じ目的（成果）のため、各コースの専門性により分業（アウトソーシング）で実施するというのは、社会の
実態と同じ。

〇課題研究の発表会には、連携している企業にも自社の課題に対する解決策を発表してもらうなど、相互が
学び合う仕組みづくり。

37
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愛知県の再編整備計画

「県立高等学校再編将来構想」

〇期間 令和４年度～令和１７年度

〇内容

・欠員の増員や卒業者数の減少に対応

・魅力化・特色化を推進

・新タイプの学校設置
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① 経済財政運営と改革の基本方針2025（骨太の方針） <Ｒ7.6.13閣議決定>

「公教育の再生・探究活動の活性化」の一環として、高校教育改革等への国の支援の抜本的強化を図るなど、質の高い

公教育の再生を通じて、我が国の学校教育のさらなる高みを目指す

② 三党合意に基づくいわゆる高校無償化に関する論点の大枠整理
 <Ｒ7.6.11 自由民主党・公明党・日本維新の会 無償化を含む、多様で質の高い教育の在り方に関する検討チーム>

子供たちの学びの質や機会を保証するためには、公立高校への地理的アクセスの確保と人口減少社会に対応した規模

の適正化が必要であり、これらの保証に重要な役割を担う公立高校の振興が重要であることから、国が示す高校教育

改革に関する基本方針（高校教育改革に関するグランドデザイン（仮称））を踏まえ、都道府県が作成する計画（高校

教育改革実 計画（仮称））に基づく高校教育改革やそれに伴う施設の 朽化対策等の教育環境の整備を計画的かつ

円滑に実施できるように交付金等の新たな財政支援により支援する仕組みづくりが必要

<長崎県の対応>
〇今後策定する「大綱」に国が示すグランドデザインの内容を可能
   な限り盛り込む ⇒高校の教育改革に新設される交付金を活用

（高校無償化による公立高校への影響）

※７月1日現在の公立高等学校進学希望調査の状況（前年度との比較）

◇中学校卒業予定者総数 ： ＋１０５名 （R6：11,660名→R7：11,765名）

◇公立高校（全日制）希望者 ： △100名 （R6： 8,029名→R7： 7,929名）

◇公立高校（定時制）希望者 ： △35名 （R6： 161名→R7： 126名）

公立高等学校進学希望調査 （単位：人）

R7-R6

11,660 11,765 105
11,371 11,460 89
97.5% 97.4% -

　※中学校卒業予定者には、特別支援学校中学部卒業者を含む。

R7-R6

10,313 10,354 41
うち公立 8,029 7,929 △ 100

161 126 △ 35
176 173 △ 3

うち公立 69 66 △ 3
222 292 70

4 3 △ 1
61 70 9

180 175 △ 5
254 267 13

11,371 11,460 89合 計 （ 進 学 希 望 者 数）

県外

全 日 制

定 時 制

通 信 制

高 等 専 門 学 校

特 別 支 援 学 校

R6.7 R7.7

県内

全 日 制

定時制(公立)

通 信 制

中学校卒業予定者総数

進 学 希 望 者 数

進 学 希 望 率

進学希望内訳

R6.7 R7.7
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【計画の性格・期間等】

〇教育基本法第１７条第２項の規定に基づき長崎県が定める、教育の振興のための施策に関する基本的な計画であるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

       第１条の３の規定に基づき長崎県が定める、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の「大綱」として位置付け。「長崎県総合計画｣における教育分野の個別計画。

〇計画の期間は、令和６年度から令和１０年度までの５年間｡

ᶤ ῴ Ḩ ( ѝ )

● 政策の柱０１一人一人に応じた最適な学びを提供する

【主要な施策】

Ū ǵḨ ǯǱȒ ɵ Ҙǵ
 š ǒǱἶҘǵ Ţ

〇子どもたちの自己実現のためには、確かな学力を身に付けることが重要であるため、各学校段階を通じて、生きて働く「知識・技能」、未知の状況にも対応できる「思考力・

判断力・表現力等」、学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の３つの資質・能力の調和がとれた子どもたちを育成します。

〇「主体的・対話的で深い学び」の視点による授業改善を推進し、これまでの慣習や常識、ルールにとらわれすぎることなく、答えが１つではない問いや自ら立てた問いに対し

ても、子どもたちが主体的に考え、多様な他者と協働的に議論しながら、納得解や最適解を導き出すことができる力を育成します。

   〇個々の状況に応じた多様な学びや学校・地域・校種等を超えた学習においてデジタルを積極的に活用しながら、子どもたちの情報活用能力を育成すると同時に、対面による

      授業や体験活動の機会も重視し、それらを効果的に組み合わせた授業づくりに取り組みます。

ūƼǱǓǜǔǵ ҘșⱲǯ ǲѵȇƽƼ˲ǯ ǲї̝ǍƽǼȒǜǯ ǵ

○子どもたちが地域の課題を主体的に発見し、地域の多様な他者と協働しながら課題解決する探究学習やＳＴＥＡＭ教育 等の教科等横断的な学習の充実を通じて、子ども

たちの主体性やリーダーシップ、創造性、協働性を育みます。

○急激に変化する社会環境の中で新たな価値を創造できる起業家精神を持つ人材の育成を推進するとともに、組織や地域の活性化に貢献しようとする意欲や態度を育みます。

○発達段階に応じたキャリア教育・職業教育、ライフデザイン を考える機会の充実を図ることにより、子どもたちが社会や職業との関連を意識しながら主体的に自己の進路を

       選択・決定する能力を高め、望ましい勤労観、職業観、人生観を育みます。

○「世界に開かれたまち長崎」の強みを活かし、国際社会を生きていく子どもたちが、異なる言語や文化、価値を乗り越えて多様な人たちと関係を構築するためのコミュニケー

ション能力を高め、グローバルな視野を持って行動できる人材を育成します。

ŬǱǓǜǔǱȐǮǶǵ᷂Ḣ ș ǒǞǦ̱ Ҳǵ ͑

ŭȢɱȭɩɶȵɔ ȵȷɄɞǵ ǲׄǘǦ ѩ ǵ
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ᶤ ῴ Ḩ ( ͜ ѝ )

【主要な施策】

Ů ȹɱȽɶșʴⱲǯǞǦ DXǵ

○ＩＣＴの活用により地理的条件に関わらず、子どもたちの興味や関心、進路希望等に応じた多様で豊かな学びの拠点となる「遠隔教育センター」を設置します。

○対面での交流を充実させるとともに、１人１台端末を最大限に活用し、子どもたち同士がオンラインで学校や地域、国を越えて交流したり学び合ったりすることができる取組を

      推進します。

○不登校児童生徒等の居場所や学び・相談の場として、また、県民の多様な生涯学習へのニーズに応えるためオンラインを活用した取組を推進します。

ůўȓ Ǳǋ ǵ

○県内の小中一貫型小・中学校や義務教育における教育効果について積極的に発信し、教員や地域の理解を深めるとともに、各地区における校種間連携を推進することで、

      子どもたち一人一人に切れ目のない支援を行い、確かな学力を身に付けさせます。

○一島一高校のしま地区において実施している連携型の小中・中高一貫教育を通して、１２年間を見通した教育課程を実施し、相互乗り入れ授業による学力の向上を図ると

ともに、合同の学校行事や部活動の合同練習などの異年齢集団による交流により、豊かな人間性や社会性を育成します。

● 政策の柱０2 新しい時代に求められる魅力ある学校をつくる

【主要な施策】

Ū ἶ ǵ Ҙӓǵ

○「地域の子どもを地域で育てる」気運を地域と高校が一体となって醸成し、社会に開かれた魅力ある学校づくりと、高校を核とした地域創生を図ります。

○生徒の主体性や創造性、実践力を高め地域をフィールドとした教育活動を実践することで、郷土に対する愛着を高め、地域への人材の還流を生み出します。

〇文系・理系の枠を超えて教科横断的な探究学習に協働的に取り組む「文理探究科」のより一層の充実を図るとともに、「魅力ある学校づくり」の研究校を指定し、これからの

時代に必要な資質・能力を育む新たな学科・コースの開設や学校の在り方を検討するなど、生徒や地域に信頼され選択される魅力ある高校づくりを推進します。

〇地域の産業を発展させ創造していく人材の育成や地域の活力に繋がる文化・スポーツの推進を通した高校の魅力化を図ります。

〇豊かな自然や文化を有する「しま」の環境の中で、韓国語・中国語・英語や歴史学、スポーツといった専門的な学びや、不登校などを経験した生徒の「生きる力 」を育む離島

留学制度の充実を図り、島外からも生徒を受け入れ、目的意識や意欲を持った生徒の特性を伸長します。



ǀ ǯ ǞǦ˲ ǁ ῴ˲ ˗
ᵓזּ χ ᴟτ ᴂΰʺ σ πᴿ ᵔὨϞ ΰΜᴣ χ ΥπΦϥ ∙χᶎ ρӾ Ϭ ϥʻ

ᴿ

・急速な技術の発展（社会変化）を生徒や教員が学ぶ機会が少ない
・ＡＩやＩｏｔの技術の進展、企業のＤＸ化などによるを担うデジタル人材の不足する中、育成していくためには、

スキル習得だけでなく、ＳＴＥＡＭ教育（※）の視点が必要
※科学、技術、工学、芸術・教養、数学の5つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教科等横断的な教育理念。

・課題解決や新しい価値の創造のためにはアントレプレナーシップ（起業家精神）教育が有効だが、学ばせる手法がない
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ʾ ᶘρ ὀΰθ‰  ϒχϯФзᵫ „℅
ˢͫͧʺкЩАЕ Ὲχ͎Ѐ˔ІˣϬם☼
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ϒ„℅χ ᴮϬᴅ ᵫ

※Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学・ものづくり）、Art（芸術・教養）、Mathematics（数学）の5つの単語の頭文字を
組み合わせた教育概念。各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくための教科等横断的な学習



ǼȒǜǯ ș ǪǦ˲
Ǔ ȈȒ ɵ Ҙ

șρǏǦ˲

ὕҵὤ ᴣǵ
ϼ Ǳ ᶅƲɨȻɶȷǵ ͑

ǯ ǞǦ
ᾍ Ḍɵ̱ ḌǵἶǺ

ǱἶǺ

ṇ

Ӹ

産業界と教育現場、県の関係部局が協働しながら連携する仕組みをつくり、産業教育の
「学びの連携」の充実を図ることで、地域産業の持続的発展につながる人材を育成

ǯ ǞǦᾐ ǲǑǘȒ ǵƼἶǺǵ ƽŪ
ῴ˲ ˗

【具体的な方策】

◆意見交換会、学校見学、企業見学、生徒との座談会、関係者会議の実施、 ◆産業実務家教員による体系的・実践的な授業を導入

◆産業界等と専門高校の連携協定を締結し連携体制の構築、 ◆産業界が求める資質・能力を明確にし、関係者で共有

◆高校のカリキュラムと地域産業の課題をつなげた学びの連携、 ◆地域産業で活躍したいというふるさと意識の醸成
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文部科学省の

マイスターハイス

クール普及促進事業

（Ｒ６～）を委託

各産業分野と専門高校

の連携体制構築によっ

て産業人材育成モデル

事業を創出



産業界

JA長崎中央会

県農業会議

（JA・農家・農業
法人）

県工業連合会
※同 各地域の

工業会

（製造業関連企
業）

県建設業協会
※同 青年部

（建設業関連企
業）

ながさき半導
体ネットワーク

（半導体関連企
業、大学等）

県情報産業
協会

（情報関連企
業）

県商工会議所
連合会
※同 各地域の
   商工会議所
日本観光振興協会

（観光関連企業
等）

県情報産業協
会

（情報関連企業
等）

県漁業協同
組合連合会
県旋旋網漁
業協同組合

（漁業関連企
業等

県社会福祉協
議会
※同 各市町
の社会福祉協
議会
（福祉関連企業
等）

専門
高校

島原農業高校
諫早農業高校
北松農業高校
西彼農業高校

長崎工業高校
佐世保工業高校

鹿町工業高校
島原工業高校
大村工業高校

長崎工業高校
佐世保工業高校

鹿町工業高校
島原工業高校
大村工業高校

長崎工業高校
大村工業高校

長崎工業高校
佐世保工業高校

鹿町工業高校
島原工業高校
大村工業高校

佐世保商業高校
島原商業高校
諫早商業高校
壱岐商業高校

諫早商業高校
情報科

長崎鶴洋高校

水産科
口加高校
福祉科

県関係
部局

農林部
農業経営課
農業イノベーショ
ン推進室

産業労働部
企業振興課

土木部
建設企画課

産業労働部
未来人材課

産業労働部
新産業推進課

文化観光国際部

観光振興課
産業労働部
経営支援課

産業労働部
新産業推進課

水産部
水産経営課

福祉保健部
長寿社会課

実施
内容

農業×DX×
イノベーション

（取組例）
・スマート農業実践
農家の見学

・農林技術センターの
教員向け見学

工業×DX×
地域企業

（取組例）
・3Dプリンタ実習
等活用

・企業による出前
授業

つながる建設
in 長工

（取組例）
・ドローン測量・建
設DX

・建設現場の見学

半導体×
ネットワーク×
先端的学び

（取組例）
・企業等と連携し
た学校設定科目

「半導体製造技術」

先端的取組×
課題研究

（取組例）
・PLC(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞ
ﾙ･ﾛｼﾞｯｸ･ｺﾝﾄﾛｰ
ﾗ)出前授業

・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ出前
授業

ながさき観光
DX

（取組例）
・科目「観光ビジネ
ス」での出前授業、
ビジネスプランの
作成

情報DX×地元
企業

（取組例）
・課題研究で専門
的な助言・指導

・生徒と企業の座
談会

水産×DX×
6次産業

（取組例）
・スマート水産業
  の出前授業
・オリジナル
  ルアー制作

福祉×DX×
魅力化

（取組例）
・オープンスクー
 ルでの産学官で
 の魅力発信

ḭ צּ

県単位の組織的な連携により、各分野で
産業界の教育力・ニーズ、学校の学び・人材育成、関係部局の振興計画・予算等が連動

ǯ ǞǦᾐ ǲǑǘȒ ǵƼἶǺǵ ƽū
ῴ˲ ˗
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ẇ 6 6
“絆”特区 ẓレベル４

ẇ

ṕ Ṗ

● 教育庁は、人材育成のため高校生のドローン教育を充実。

˲

多分野・多種のドローン導入によるドローン活用先進地の実現

●ドローンプログラミング体験（入門講座）

●専門高校等におけるドローン教育（専門講座）

Ḳ ṕ Ṗ
Ḳṕ Ṗ
ṕ Ṗ

●高校生ドローンコンテスト
PR

Ḳ ễ

ṇ
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○「地域の子どもを地域で育てる」気運を地域と高校が一体となって醸成し、地元県立学校が担う役割を地域と共有し、魅力ある学校づくりを目指す。
○生徒の主体性や創造性、実践力を基盤とした教育活動により、入学者の増加と、生徒の郷土に対する愛着を高め、地域への人材の還流を生み出す。

○県と市町の役割分担を明確化。県は、高校魅力化にかかるアドバイザー等を配置。市町は担当窓口を設置し、コンソーシアムを運営する。
○本事業の対象地域は市町長部局が担当し、コーディネーターを配置するとともに、魅力化事業の費用負担を行う（県は２分の１補助、上限設定あり）。
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県内における地域や学校規模にとらわれないオンラインを活用した高校教育の充実
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① センター型集中配信による遠隔授業

② 多様な学びのコンテンツの配信

長崎県遠隔教育センター（DECTT）

長崎県遠隔教育センター（DECTT)について
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高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）<文科省事業>
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県立高校の採択校：14校（基本類型）
長崎東、長崎北陽台、佐世保南、宇久、島原、猶興館、松浦、長崎工業、
鹿町工業、島原工業、大村工業、佐世保商業、諫早商業、壱岐商業

〇設備整備
探究ルーム整備、電子黒板、ハイスペックＰＣ、ＶＲゴーグル
ドローン、３Ｄスキャナ・プリンター、プログラミングロボット等

〇取組内容
 ・ドローンを活用したスマート農業などへの取組

・映像・デザイン・ものづくりを通して、観光PR素材を開発
・デジタルスペースを整備し、学校設定科目を新設しての

データリテラシーに関する学び、アンケート分析など統計学
の外部講師による講義、半導体製造技術に関する出前授業
や協働学習、海外の高校生とオンラインで繋いでの国際会議 など

長崎県採択

校数19校

（公立１５校、

私立4校）

長崎県による域内
横断的な取組
〇長崎県超小型衛星

チャレンジ
（宇宙人材育成）



中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会教育課程企画特別部会（第13回資料）
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次期学習指導要領に向けた検討の基盤となる考え方
～あらゆる方策を活用し、三位一体で具現化～

小学校 ： 令和12年度（2030年度）から全面実施予定

中学校 ： 令和13年度（2031年度）から全面実施予定

高 校 ： 令和14年度（2032年度）から年次進行で実施予定
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調査分析

・県立高校の状況、 ・ニーズ調査結果、
・委員の考えを聴取

・大綱
骨子案
協議②

・5/27県市町
教育長合同
研修会

教
頭
会

若
手
教
員

県議会への報告

定例教育委員会の審議

再編整備にかかる令和９年度

当初予算要求・計上

各地域での説明会・意見聴取

高校教育改革に関する国のグランドデザイン２０４０（仮称）の国での策定
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教職員
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校
長
会
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界

9/4 「令和の長崎
型学校教育」構築の
ための意見交換会
（全校長）

7/１０ NEXT
長崎人材育成
事業事業運営
委員会

ながさき次世代高校創生会議
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６月定例
県議会

5 6 2 31121110987

5 6

・大綱骨子案
協議①

・国の方針確認

分析

・大綱素案
協議

7/１４～8/31

対象：中学生、高校生
保護者（小中）



今後の県立高校のあり方に関する関係者との意見交換会での主な意見①
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１ 令和７年度県市町教育委員会合同研修会 教育長部会
日程 ： R7.5.27（火）14：45～16：45、場所：アルカスSASEBO 、意見交換会テーマ「高校の再編」
参加者 ： 市町教育委員会教育長

【主な意見】

〇 公私立のバランスと公教育の役割

・幼児教育から高校までの教育体系が崩れつつあり、特に幼児教育では私立幼稚園・保育園が主導する中で、公立の役割が縮小している。

・「困り感のある子は公立へ、良い子は私立で育てたい」といった偏った見方が一部に見られる。

・公私立の比率は現在も概ね「7：3」（公立67%、私立33%）を維持しているが、15年後には高校生の数が約7,100人にまで減少する見込み。

・今後は「公私立の競争」ではなく、「公教育の維持」に焦点を当てるべきであり、私立とも協力しながら、地域に必要な学校配置を検討していく必要がある。

〇 不登校・支援体制の強化

・長崎県の不登校児童生徒数は約3,400人（全国では約34万人）にのぼり、いじめの低年齢化や支援を要する子どもの増加など、全国的な課題となっている。

・子ども政策局と教育委員会が連携し、就学前からの支援体制の構築を進めている。家庭教育への支援も含め、大学などの有識者を交えた意見交換会の開催を予定している。

・現状では、不登校生徒を受け入れる全日制高校が存在せず、受け皿の整備が急務である。

〇 再編整備に向けて

・地元高校への進学率を高めるため、学校を支援する取り組みを進めている。

・今後、探究型学習の重要性がさらに高まることが予想されるため、小中高の探究的な学びをつなげる仕組みとして、設置者が異なる連携型の中高一貫教育を本土部で導入

できないか。

・本土部の新たな連携型中高一貫教育実施校では、高校入学選抜制度の見直しも必要ではないか。

・再編整備にあたっては通学の交通課題の解消を図るためスクールバスの導入が極めて重要である。



今後の県立高校のあり方に関する関係者との意見交換会での主な意見②
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２ NEXT長崎人材育成事業今和7年度第1回事業運営委員会
日程 ： R7.7.10（木）13：30～16：00、場所： 出島メッセ
意見交換会テーマ 「①これからの産業人材育成の在り方」 「②持続可能な連携体制の構築」
参加者 ： 農業・工業・建設・商業Κ情報・水産・福祉の関係団体

【主な意見】
〇 農業分野

人材不足が懸念される中、農業高校の再編は柔軟に進める必要がある。非農家の生徒が農業高校に進学するケースも見られ、地域性を重視した教育の重要性が高まっている。

また、スマート農業やDX化を取り入れた学びは、生徒の関心を引きつける可能性があり、工業など他分野との連携による新たな学びの展開も期待したい。

〇工業分野
AIや情報技術を教科横断的に学べる体制の整備が求められており、技術革新に対応できる柔軟性と人間力を重視した教育が必要である。学級編成の柔軟化や、企業・行政に
よる授業開発支援の必要性も議論され、さらに、産学官連携による事業枠の確保や予算の柔軟化、小中学校へのものづくり教育の普及、補助金情報の早期共有など、持続
可能な連携体制の構築に向けた具体的な提案がなされた。

〇 商業分野
企業が求める人材像として、コミュニケーション能力や主体性、簿記2級程度のスキルが挙げられた。校外学習やアクティブ・ラーニングの導入により、生徒の満足度が高まって

いることが報告され、各校の強みを言語化することで、学校の存在意義を再確認する必要があるとの意見もあった。外部講師による「観光ビジネス」授業の実施は、生徒の郷土
愛や観光業への関心を育む取り組みとして高く評価されている。

〇 情報分野
生成AIや自動化技術の導入は不可欠であり、情報科の専門性を維持しつつ、他分野にも情報教育を展開する必要がある。情報を活用・普及できる人材の育成は急務であり
地域によっては選択制を取り入れた柔軟な学科編成が求められている。大学との連携については、従来の高大連携を超えた「高大連結」の構築を目指すべきとの提案があった。

〇 水産分野
水産業の魅力を発信することが重要であり、「儲かる」「かっこいい」といったイメージの醸成が求められる。普通科内で水産教育を導入する事例もあり、地域のニーズに応じた
柔軟な教育が進める必要があることや、小学生向けの魚食教育イベントの実施や、水産学部との高大連結による連携の検討も必要とされた。

〇 福祉分野
小中学生や保護者に対する福祉の魅力発信が重要であり、イベントやメディアを通じた情報提供の充実が求められる。職場実習やボランティア活動の機会創出は、就職や定着

につながる効果的な手段であり、福祉系高校生の地域イベントへの参加促進や、地域との連携による福祉教育の普及も今後の課題として挙げられた

〇 建設分野
建設業の魅力を伝える工夫が必要であり、高収入や地域貢献といった側面を強調することが求められる。土木系学科の拡充や、進路選択の柔軟化に関する制度設計も議論さ
れ、県外企業による高校支援の事例を参考に県内でも積極的な連携が必要とされており、小中学生への建設業理解の促進や有償型インターンシップにおける交通費補助など、
行政による支援の可能性も検討するようにと協議なされた。



今後の県立高校のあり方に関する関係者との意見交換会での主な意見③
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３ 「令和の長崎型学校教育」構築のための意見交換会
日程 ： R7.9.4（木）13：30～16：30、場所：出島メッセ
意見交換会テーマ 「①新たな学びや魅力ある再編に向けて考えられること」 「②どうすれば再編がうまくいくのか、ネックとなることは何か」
参加者 ： 公立高校の学校長

【主な意見】

① 新たな学びや魅力ある再編に向けて

〇少子化の進行により、学校の統廃合は避けられない課題となっている。地域の特性を踏まえた柔軟な教育制度が必要であり、総合学科や探究活動、コース制・系列制の導入に

よって、生徒が自分の興味や進路に応じて学びを選べる環境づくりが求められている。通信制・定時制との併設や遠隔授業の活用など、多様な学びの提供方法も検討されて

いる。

〇地域産業との連携も重要な視点である。農業、水産、工業、商業、福祉、情報、芸術など、地域資源と結びついた学科の設置が求められており、地元企業との協働による課題

解決型学習やインターンシップの導入が進められている。

〇教育の質を保つためには、教員のスキルアップや探究学習のノウハウ習得、特別支援教育への対応が課題となっている。外部人材や地域コーディネーターの活用によって、

教員の負担を軽減する取り組みも必要とされている。

〇学校の魅力化に向けては、制服や部活動、進路支援、施設整備などを通じて、生徒が「選びたくなる学校」をつくることが重要である。学校新聞や地域へのプレゼンテーション

など、魅力を「見える化」する工夫も求められている。

〇離島・半島部では、寮の整備や通学支援（スクールバスの運行、交通費補助）、地域留学制度の強化が必要とされている。地域に残る人材の育成や、Uターンを促す教育の仕組

みづくりも課題として挙げられている。

② 再編を成功させるための課題と対応

〇学校再編を円滑に進めるには、地域との信頼関係の構築が不可欠である。地域住民や同窓会、議員などに対して丁寧な説明と情報共有を行い、跡地の活用や新校舎の構想を

明示することで、反発の緩和が期待されている。

〇教員配置や部活動の維持も重要な課題である。教員の専門性を確保しつつ、部活動の地域移行や広域連携、拠点校の設置などによって、少人数校でも活動を継続できる体制

づくりが必要とされている。

〇通学環境の整備については、公共交通の不便さや運転士不足が通学の障壁となっており、スクールバスの県による運営や下宿支援、寮の整備など、交通インフラの充実が求

められている。

〇制度設計においては、校名変更や新しい学校像の提示によって「前向きな統合」という印象を与えることが重要である。再編は段階的に進めることが望ましく、地域ごとの

柔軟な対応が必要である。教育課程の充実やICT・空調などの施設整備も、再編に伴う重要な要素となっている。

〇学校は地域づくりの一環として位置づけるべきであり、地域の夢や希望を反映した教育設計が求められている。若者が「この地域で暮らしたい」と思えるようなまちづくりと

教育の連携が、再編の成功に向けた鍵となる。



長崎県立高等学校改革基本方針と大綱の関係性

56

○基本方針は１０年毎に定めており、県立高校の教育改革（新学

科設置、離島留学、中高一貫等）や適正配置等についての基本

的な考え方や方向性を示したもの。

○実施計画は基本方針を踏まえ、対象となる高校や改革の実施

時期など個別具体的な計画を示したもの。

「基本方針」と「実施計画」について 再編整備の方針（大綱）について

○基本方針の考え方をより具体的に、中期的な方向性を示したもの。

○基本方針や大綱を踏まえて、個別具体的な計画として示したものが

実施計画（中長期の再編整備計画）となる。

区分 Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ Ｒ１３ Ｒ１４ Ｒ１５ Ｒ１６ Ｒ１７ Ｒ１８ Ｒ１９ Ｒ２０ Ｒ２１ Ｒ２２

長崎県
教育振興
基本計画

長崎県立
高等学校
改革基本
方針

実施計画

第１期（H１３～H２２） 第２期（H２３～Ｒ２） 第３期（Ｒ３～Ｒ１２）

第４期
（Ｒ６～Ｒ10）

第３期
（Ｒ１～Ｒ５）

第２期
（Ｈ２６～Ｈ３０）

第4期（Ｒ1３～Ｒ2２）

第１期
（Ｈ２1～Ｈ25）

第
１
次

第
２
次

第
3
次

第
4
次

第
5
次

第
6
次

第
7
次

第
8
次

第
9
次

第
10
次

① 適正な学校規模：１学年３～８学級（±１は弾力的に運用）

② 一定規模以上の高等学校の維持・設置
（教育活動の活性化を図るため１学年６学級以上の学校規模の維持）

③ 同一・近隣市町に所在する2校の高校において3～8学級になる場合、効果的なỸ
͝教育機能を確保する観点から統合を検討

④ ２学級以下の小規模校で生徒数の減少が著しい場合は活性化協議会の設置

中長期の再編整備計画

県立高校の再編整備の方針（大綱）
<令和８月６月策定>

※第３期から第４期にまたがる方針

第３期の基本方針における再編整備の考え方
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